
 

日頃よりご愛顧を賜りありがとうございます。 

「ちゅうキャリ通信」７月号は先月に引き続き「働き方改革関連法」について取り上げました。 
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● 働き方改革関連法の施行により、中小企業における時間外労働の上限は、２０１９年４月から原

則として 「月４５時間かつ年３６０時間」となりました（臨時的な特別な事情があっても月１０

０時間未満、年間７２０時間以下）。しかし、社員の残業が上限を超える恐れのある企業の６９．

８％で時間外労働削減に関する改善が進んでいないという事です。 

改善されない企業ではどの様な問題が起きているのでしょうか？ 

「労働時間の適正化に向けた取り組みを行っている」と答えた企業であっても 

①「管理職が部下の仕事を引きとることが増えた」 

②「他の人に仕事を頼みづらくなった」 

③「打刻した後に業務をすることが発生した」等の意見が挙げられております。 

一方経営者側からも残業規制により「売上が減少した」という意見もあり労使双方で残業規制

への対応に頭を悩ませているところは多い様です。まだ制度開始間もないところではあるので今

後、労使間で時間外労働の改善取り組みについて相互で歩み寄り解決していく必要があると考え

ます。 

● 弊社での現状について 

  弊社でも労災事故や健康被害の防止の観点から安全衛生委員会にて派遣スタッフさん 200人をピ 

ックアップして月間の時間外勤務についての調査及び対策検討会を行っております。 

因みに 4 月の月間の時間外勤務調査では 

【①45 時間超過が 5 名、②50 時間超過が 8 名、③70 時間超過が 1 名】でした。昨今の景気状況 

もあり時間外勤務は増加の傾向にあり、残業超過の対象となるスタッフさんは 

毎月ほぼ同一の方々となっておりました。 

となっておりました。                      

✿残業規制（時間外労働の削減）は、中小企業の約７割で「まだ道半ば」です。  

【ITmedia ビジネスオンラインＨPより】 

 

ITmedia ビジネスオンラインＨＰ         

 

『漫画でわかる！中央キャリアネット』のＨＰを開設しました！！ 

弊社の事を分かりやすく漫画で紹介したＨＰを開設しました。「紹介予定派遣」や 

「ＷＥＢ登録システム」など、今私どもが取り組んでいる事を簡単にではありますが 

ご理解して頂けると思います。是非ご覧ください。https://www.c-c-nt.com/manga/                       
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